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 令和最初の年度が終わり、４月 1日からは新しい令和 2年度 

のスタートです。去る 3月２５日には館合地区交流センター運営協議会を 

開催し、今年度の事業計画も承認されたところでした。しかし現在流行している

新型コロナウイルス対策の為各種定期行事が行えないでいる状況です。 

また、現在全国規模で出されている緊急事態宣言を受けて横手市より、公民館

や体育館等の施設を休館するようにとの指示がありました。これにより館合公民

館でも一時的に施設の使用ができなくなります。（詳しくは下記をご覧ください）    

長らくご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

◆４月２５日～５月２０日の間は休館となります。 

前述の通り、横手市より公民館等の施設を休館するようにとの指示が 

ありました。これにより期間中は一切の貸館や事業を行えなくなります。 

- 当館に関連する中止、変更となる行事等 – 

・４月２７日 つきの木会女性部会（既に中止の連絡済み） 

・５月１２日 JA ふるさと 転作取りまとめ 

・５月１４日 薄井いきいきサロン 

・毎週水曜 スマイルボウリング、毎週木曜 将棋サロン 

※５月１７日の狂犬病予防接種については予定通り行うとのことです。 

 

梅や桜が咲くのを見、種を蒔き、心弾む季節なのですが、新型コロナウ

イルスによる感染拡大で世界中が暗く沈んでいくかのようです。不要不

急の外出はせず、人と会わないこと。『文化』というものがいかに私たち

の心と生活を潤していたか、思い知らされています。夜明けを信じて、

今しばらく耐えましょう。 館長 

職員は通常通り出勤していますので除菌水の配布は引き続き行います。 


